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「（仮称）第４次宇都宮市食品安全推進計画」（素案）に関する 

パブリックコメントについて 

 

１ パブリックコメントの実施状況 

⑴ 意見の募集期間 

令和５年１２月２７日（水）～令和６年１月１６日（火） 

 

⑵ 意見の応募者数    ５名 

意見数   １０件 

 

⑶ 提出方法の内訳 

 郵送 ファクシミリ Ｅメール 持参 計 

人数 １ ４   ５ 

 

２ 意見の処理状況 

区分 処理区分 件数 

Ａ 意見の趣旨等を反映し，計画に盛り込むもの ０件 

Ｂ 意見の趣旨等は，計画に盛り込み済みと考えるもの ２件 

Ｃ 計画の参考とするもの ６件 

Ｄ 計画に盛り込まないもの ０件 

Ｅ その他，要望・意見等 ２件 

計 １０件 

 

№ 区分 意見の概要 意見に対する市の考え方 

１ Ｃ  「ＨＡＣＣＰ運用の問題点や課

題」として，事業者の中には「特

に問題なし」とする割合が２１．

５％存在する。そのような事業者

の取組を成功事例として紹介す

るのも良いと思う。 

（素案１７ページ） 

 食品等事業者のＨＡＣＣＰの

導入・定着支援は，本計画の重点

事業として，事業Ｎｏ．３「大規

模事業者等に対するＨＡＣＣＰ

に基づく衛生管理（国際基準）の

導入・定着確認」及びＮｏ．４「小

規模事業者等に対するＨＡＣＣ

Ｐの考え方を取り入れた衛生管

理の導入・定着支援」において取

り組むこととしております。 

（素案３８ページ） 

事業の実施に当たっては，立入

検査，窓口相談時及び講習会等を

実施する中で，成功事例を交えな

がら，ＨＡＣＣＰの導入・定着促

進の取組を推進してまいります。 

頂いた御意見につきましては，
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今後の計画推進の参考としてま

いります。 

２ Ｃ  「生産者の農作物の安全確保の

取組」として「農薬・肥料の適正

利用」，「生産履歴の記帳」が挙げ

られておりますが，スマートフォ

ンを利用したアプリケーション

ソフトウェアによる管理運用が

可能であれば，効率的運用が可能

となり，見える化が進められると

思う。 

（素案１８ページ） 

 農薬・肥料の適正利用及びその

生産履歴を記録・保存すること

は，農作物の安全性確保のための

重要な取組であり，事業Ｎｏ．２

「農産物直売所における安全・安

心の推進」において取り組むこと

としております。 

（素案３７ページ） 

今後，生産者への指導の中で，

より効率的な生産履歴の管理手

法も視野に入れて取り組んでま

いります。 

３ Ｂ  食品のデリバリー増加への対

応として，デリバリー容器の温度

管理や内側の衛生管理について

は，運用指導が早急に必要ではな

いか。 

（素案１４，１９，２５ページ） 

 デリバリーにより食品を提供

している飲食店に対しては，事業

Ｎｏ．４「小規模事業者等に対す

るＨＡＣＣＰの考え方を取り入

れた衛生管理の導入・定着支援」

及びＮｏ．８「食中毒リスクの高

い施設に対する監視指導の実施」

において取り組むこととしてお

り，立入検査時等に，調理終了か

ら喫食までの時間が長くかかる

ことに伴う食中毒リスクの増加

への注意を喚起するとともに，配

達作業に係る配達員の手指の衛

生や運搬容器の消毒等について

指導してまいります。 

 今後，営業形態の変化に対応し

た監視指導の強化に取り組んで

まいります。 
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４ Ｂ  食中毒の発生件数について，近

年の状況より，低くしてほしいと

感じた。 

 現計画の期間内における年度

ごとの食中毒発生件数は，１から

２件で推移していることから，次

期計画では，最終年度（令和１０

年度）の目標値を０件と設定して

おります。 

（素案２８ページ） 

今後とも，より一層のＨＡＣＣ

Ｐの導入・定着支援や食中毒リス

クの高い施設に対する監視指導

を通じて，食中毒発生の未然防止

に取り組んでまいります。 

５ Ｅ 基本目標３「食の安全と安心を

支える体制を強化します」に基本

施策３「監視・検査体制の充実強

化」が新規として追加されてい

て，とても良いと思う。 

（素案５０ページ） 

 食品施設の立入調査や食品検

査に迅速かつ適切に対応するた

め，食品衛生監視員の機動力確保

及び監視技術の向上，検査職員の

技術の向上は不可欠であり，これ

らに係る事業Ｎｏ．１０「ＨＡＣ

ＣＰに対応した食品衛生監視員

の監視技術の向上」，Ｎｏ．１２

「検査の信頼性確保の推進」及び

Ｎｏ．１３「調査研究の推進」に

おいて取り組み，進捗管理するこ

ととしております。 
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６ Ｃ  「ＧＡＰ導入の促進」ですが，

国内流通向けＧＡＰでも，輸出品

目向けＧＡＰでも，単に農畜産物

の安全性を考慮した肥育管理や

肥料・農薬管理に留まらず，農業

生産環境の保全，持続性ある生産

管理，農業労務の衛生管理などま

で包括する点で，それらの導入は

相当程度に意欲的な取組を要す

ると思う。そのため，ＧＡＰの認

証品目であることを「見える化

（見せる化）」する取組は重要で

あり，導入を目指す農業者を励ま

す取組を進めてほしい。これまで

の品目を維持するだけでは進ま

ないと思うので，具体的にどう進

めるのかを検討・実施してほしい

と思う。 

（素案３７ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＧＡＰ導入の推進については，

デジタルの活用により，認証取得

に係る生産者の事務的・経済的負

担を軽減させる取組が，国を中心

に進められており，本市において

は，これらの取組を生産者へ周知

してきたところです。今後とも，

事業Ｎｏ．１「ＧＡＰ導入の促進」

において，生産者へ周知してまい

ります。 

また，生産者に対し，ＧＡＰに

取り組むことの重要性について，

取組事例等を用いて周知啓発す

るとともに，ＧＡＰに取り組んで

いる生産者の農作物が，より消費

者に選ばれる機会が増えるよう，

消費者への見える化（見せる化）

なども含め，ＧＡＰ導入の普及促

進に取り組んでまいります。 

（素案３７ページ） 
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７ Ｃ  「ＨＡＣＣＰの市民への啓発」

について，事業者が実施担当責任

者を決めて適切な支援やマニュ

アルに沿って導入・定着を目指す

取組を励ます意味でも，消費者

（市民）自身が「食品が製造現場

から消費者の手に至るまでの過

程における安全性を確保する上

でのＨＡＣＣＰが果たす役割を

理解し，「事業者と市民の相互理

解の増進が食の安全・安心を高め

る上で重要な意味を持つ」ことを

繰り返し伝えていくことが大事

だと思う。そのための具体的な取

組を検討し，発信・呼びかける仕

組みづくりが大事だと思う。 

 その一つとして，現在，市が設

置している「食品の安全」ウェブ

サイトにある「ＨＡＣＣＰ推進ポ

ータルサイト」を大幅に改善し

て，市民向けの「食の安全におけ

るＨＡＣＣＰの役割」，「ＨＡＣＣ

Ｐ導入・定着の意義」をはじめ，

「市民向けのＨＡＣＣＰ特設サ

イトを立ち上げて発信を強化し

てほしいと思う。現状の「ＨＡＣ

ＣＰ推進ポータルサイト」は市民

のためをほとんど意識していな

いと思う。願わくは，現在の「食

品の安全」のウェブサイト自体を

大幅に見直して，市民がのぞいて

みようという気になるような，そ

して，のぞいてみたらいろいろ勉

強になると思うようなウェブサ

イトとなるように改善を図って

もらいたいと思う。 

（素案４５ページ） 

 

 

 

 

 市民のＨＡＣＣＰに関する理

解を促進させることは，食の安

全・安心を推進する上で，重要な

取組と認識しており，本計画の重

点事業として，事業Ｎｏ．２１「Ｈ

ＡＣＣＰに関する市民への理解

促進」において取り組むこととし

ており，そのための情報発信の手

段の一つとして，本計画では，Ｓ

ＮＳの活用に取り組むこととし

ております。 

（素案４５ページ） 

 また，従来の集合型講習会を継

続するとともに，頂いた御意見を

参考に，ホームページの充実にも

取り組んでまいります。 
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８ Ｃ  市民へ広く情報が行きわたる

には，ＳＮＳやテレビだけでな

く，自ら情報を取りに行かなくて

も目にすることができるポスタ

ーなどを食にかかわる場所に掲

示するのも有効だと思う。 

（素案４３～４５ページ） 

 食の安全に関する正しい情報

の発信に当たっては，広報紙への

記事の掲載や生活衛生情報誌の

配布等，さまざまな方法により，

多くの市民へ情報が行きわたる

よう取り組んでいるところです。 

 基本目標２の基本施策１「市民

への食に関する正しい知識の普

及促進」に係る各事業において，

市民に対し，食に係る情報の発信

に取り組むこととしており，今後

とも，より広く，市民へ情報が行

きわたるよう工夫しながら，情報

発信に取り組んでまいります。  

頂いた御意見につきましては，

食品衛生に関心の少ない市民等

への情報発信の方法として，今後

の計画推進の参考としてまいり

ます。 

（素案４３～４５ページ） 

９ Ｅ  私たち一般市民は，農産物に含

まれる農薬や一般的な食品に含

まれる添加物についてとても気

になるものの，その安全性を確か

める方法が分からないのが現状

である。消費者としては，食品の

安全性が最優先であり，農薬や食

品添加物等の検査の充実，これに

尽きる。抜き打ち検査も効果があ

ると思う。 

（素案４１ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本計画では，基本目標１の基本

施策４「食品等検査の充実」に係

る各事業において，食品等検査の

充実を推進しております。 

（素案４１，４２ページ） 

また，本市では，流通食品の収

去検査に係る年間計画を作り，残

留農薬や食品添加物の使用基準

等の違反がないか，工場や販売店

から無作為に食品の抜き取り検

査を行い，違反があった場合，農

産物や製品の回収・廃棄等を指導

しておりますが，事業者自身の適

切な管理により，違反自体がほと

んどない状況であります。 

 引き続き，検査を実施し，結果

を情報発信することにより，安心

感の醸成に取り組んでまいりま

す。 
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１０ Ｃ  私たち一般市民は，ＧＡＰやＨ

ＡＣＣＰについても大まかな捉

え方しかできない。その上，事業

者側がＨＡＣＣＰについて知識

不足の傾向にあると聞かされて

は，なおのこと不安である。ＧＡ

ＰやＨＡＣＣＰへの取組方も生

産者や事業者ごとに差があるの

ではないか。 

（素案１７，３７，４５） 

食品等事業者のＨＡＣＣＰの

導入・定着支援は，本計画の重点

事業として，事業Ｎｏ．３「大規

模事業者等に対するＨＡＣＣＰ

に基づく衛生管理（国際基準）の

導入・定着確認」及びＮｏ．４「小

規模事業者等に対するＨＡＣＣ

Ｐの考え方を取り入れた衛生管

理の導入・定着支援」において取

り組むこととしており，施設への

立入検査，窓口相談時及び講習会

等の機会を利用し，食品等事業者

のＨＡＣＣＰの知識の普及に取

り組んでまいります。 

（素案３８ページ） 

また，ＧＡＰについても取組が

適切に実施されるよう，事業Ｎ

ｏ．１「ＧＡＰ導入の促進」にお

いて，栃木県や関係機関と連携

し，ＧＡＰの普及促進に取り組ん

でまいります。  

（素案３７ページ） 

 


